
 
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

興
行
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
佐
賀
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
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様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「登

記
簿
の
謄
本

」
を
「登
記
事
項
証
明
書

」
に
改
め

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
五
号
及
び

様
式
第
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

５
 
申
請
者
が
法
人
の
場
合
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
及
び
登
記
簿
抄
本
 

６
 
申
請
者
が
外
国
人
の
場
合
は
、
外
国
人
登
録
原
票
の
記
載
事
項
に
関
す
る
市
町
村
長
 

の
証
明
書
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申
請
者
が
法
人
の
場
合
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
及
び
登
記
事
項
証
明
書
 

「

」 

め
る
。 

に
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